
適時開示体制の概要

決算情報：会社の決算や業績予想、配当予想等に関わる事項
決定事実：新株発行、合併・会社分割・株式交換等の、会社の意思決定事項
発生事実：災害、株主の異動、事故等、会社の意思に関わりなくその会社に発生した事項
その他の重要事実：上記以外の、投資家の投資判断に影響を及ぼしうる事項

経営企画

決算情報 決定事実

情報開示

事業管理 法務

コーポレート・コミュニケーション 関係部署

【決裁】

*開示資料の作成に際しては、必要に応じて外部専門家の助言を受けることとしています。

【協議／相互連携】

適時開示の要否の確認及び開示資料の作成* 開示資料の作成*

取締役会

経営企画

発生事実 その他の重要情報

情報開示

事業管理 法務

コーポレート・コミュニケーション 関係部署

【決裁】

【協議／相互連携】

代表取締役社長
報告

取締役
執行役員

株主総会

コーポレート・ガバナンス体制の概要

取締役会

内部監査室

役員指名諮問委員会

役員報酬諮問委員会

三様監査

選定・解職・監督

監査

内部統制委員会

・リスク管理
・コンプライアンス
・情報セキュリティ

報告

代表取締役社長

執行役員会

各部門・各グループ企業

業務執行

指示・報告 答申

指示・報告

経営会議

サステナビリティ委員会

事前審議・答申

答申
監査等委員会

会計監査人

連携

選任・解任

監査

選任・解任 選任・解任

指示・報告

指示・報告

取締役

（監査等委員である取締役を除く。）
取締役

（監査等委員）


